
令和３年第３回定例会議案一覧

市長提出議案
（令和３年８月２６日提出 １７件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第
45
号
議
案

本庄市手数料条例の一部を改正す

る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カ

ードの再交付に係る手数料を廃止したいので、この案

を提出するものである。

8

月

30

日

第

48

号

原

案

可

決

第
46
号
議
案

本庄市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

52

号

原

案

可

決

第
47
号
議
案

本庄市個人情報保護条例の一部を

改正する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部改正等に伴い、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

53

号

原

案

可

決

第
48
号
議
案

本庄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する

条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

9

月

22

日

第

59

号

原

案

可

決

第
49
号
議
案

本庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

9

月

22

日

第

60

号

原

案

可

決

第
50
号
議
案

本庄市下水道条例の一部を改正す

る条例

下水道法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

54

号

原

案

可

決

第
51
号
議
案

財産の取得について

大型モニター（テレビ）、ディスプレイスタンド等を

取得したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

61

号

原

案

可

決



第
52
号
議
案

市道路線の廃止について

市道第 ２１６２号線 払下げにより廃止する。

市道第 ２１６３号線 払下げにより廃止する。

市道第 ３２５５号線 開発行為に伴い路線を短縮し

再認定するため廃止する。

市道第 ３２５７号線 開発行為に伴い廃止する。

市道第 ３２５８号線 開発行為に伴い路線を短縮し

再認定するため廃止する。

市道第 ３２６３号線 開発行為に伴い廃止する。

市道第 ８３４９号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定するため廃止する。

市道第５－２５８号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定するため廃止する。

以上８件について、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

55

号

原

案

可

決

第
53
号
議
案

市道路線の認定について

市道第 ３２５５号線 開発行為に伴い路線を短縮し

再認定する。

市道第 ３２５８号線 開発行為に伴い路線を短縮し

再認定する。

市道第 ３３８３号線 開発行為に伴い認定する。

市道第 ５５１９号線 開発行為に伴い認定する。

市道第 ８３４９号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定する。

市道第５－２５８号線 払下げに伴い路線を短縮し再

認定する。

以上６件について、この案を提出するものである。

9

月

22

日

第

56

号

原

案

可

決

第
54
号
議
案

人権擁護委員候補者の推薦につき

意見を求めることについて

人権擁護委員 富丘 富士子 氏が令和３年１２月３１

日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により人権擁護委員の候補者として

富丘 富士子 氏を推薦したいので、この案を提出する

ものである。

8

月

30

日

第

49

号

原

案

同

意

第
55
号
議
案

人権擁護委員候補者の推薦につき

意見を求めることについて

人権擁護委員 深澤 茂実 氏が令和３年１２月３１日

をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により人権擁護委員の候補者として 深

澤 茂実 氏を推薦したいので、この案を提出するもの

である。

8

月

30

日

第

50

号

原

案

同

意

第
56
号
議
案

埼玉県都市競艇組合規約の変更に

ついて

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条

第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第

４０３号）第１条第２項の規定により、同法の規定の

全部を適用するため、埼玉県都市競艇組合規約を変更

することについて協議したいので、地方自治法第２９

０条の規定により、この案を提出するものである。

8

月

30

日

第

51

号

原

案

可

決

第
57
号
議
案

令和３年度本庄市一般会計補正予

算（第６号）

補正予算額 ２３８，２９８，０００円

総額 ２９，４７０，９４０，０００円

繰越明許費

債務負担行為の補正

地方債の補正

9

月

22

日

第

64

号

原

案

可

決

第
58
号
議
案

令和３年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）

補正予算額 △８，０９７，０００円

総額 ７，９１４，１６６，０００円

債務負担行為

9

月

22

日

第

62

号

原

案

可

決



市長提出追加議案
（令和３年９月２２日提出 ８件）

第
59
号
議
案

令和３年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第１号）

補正予算額 ８２，６１４，０００円

総額 ６，３３６，３５０，０００円

9

月

22

日

第

63

号

原

案

可

決

第
60
号
議
案

令和３年度本庄市水道事業会計補

正予算（第２号）

業務の予定量

収益的支出補正予定額 ３３，１３８，０００円

総額 １，６２８，８２２，０００円

資本的支出補正予定額 ３６，２５４，０００円

総額 ９６９，６７４，０００円

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

9

月

22

日

第

57

号

原

案

可

決

第
61
号
議
案

令和３年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第１号）

収益的収入補正予定額 △９８，０００円

総額 １，９４８，１０１，０００円

収益的支出補正予定額 １，１５７，０００円

総額 １，８７０，７８８，０００円

資本的収入補正予定額 １９，８２７，０００円

総額 １，６９６，１３５，０００円

資本的支出補正予定額 １９，８２７，０００円

総額 ２，０９６，２２０，０００円

企業債

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金

9

月

22

日

第

58

号

原

案

可

決

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第
62
号
追
加
議
案

令和３年度本庄市一般会計補正予

算（第７号）

補正予算額 ６９，３４４，０００円

総額 ２９，５４０，２８４，０００円

9

月

22

日

第

65

号

原

案

可

決

第
63
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市一般会計歳入歳

出決算認定について

歳入決算額 ４０，８３２，０３１，９２３円

歳出決算額 ３８，３３６，１４７，３１７円

9

月

22

日

第

66

号

継

続

審

査

第
64
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について

歳入決算額 ８，０３４，９７１，１３６円

歳出決算額 ７，８６１，０３０，６６３円

9

月

22

日

第

67

号

継

続

審

査



議員提出議案
（令和３年９月２２日提出 １件）

第
65
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市住宅資金貸付事

業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

歳入決算額 ２，７２９，７７３円

歳出決算額 ２，５４９，６６４円

9

月

22

日

第

68

号

継

続

審

査

第
66
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について

歳入決算額 ６，３０９，１２３，１７２円

歳出決算額 ６，２２３，７６０，０３１円

9

月

22

日

第

69

号

継

続

審

査

第
67
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定につい

て

歳入決算額 ８４７，８５２，２０７円

歳出決算額 ８４７，４６９，７４８円

9

月

22

日

第

70

号

継

続

審

査

第
68
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市水道事業会計の

利益の処分及び決算認定について

収益的収入決算額 １，６１８，５２９，１０８円

収益的支出決算額 １，４０９，８８３，６３７円

資本的収入決算額 ３９，８９１，１００円

資本的支出決算額 ６５２，８３４，４２６円

9

月

22

日

第

71

号

継

続

審

査

第
69
号
追
加
議
案

令和２年度本庄市下水道事業会計

の利益の処分及び決算認定につい

て

収益的収入決算額 １，９４７，３９８，０４１円

収益的支出決算額 １，７７８，７３８，１５２円

資本的収入決算額 １，１３３，１８５，１６１円

資本的支出決算額 １，３３４，５５８，３８１円

9

月

22

日

第

72

号

継

続

審

査

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

議
第
4
号
議
案

本庄市議会会議規則の一部を改正

する規則

市議会における男女共同参画の推進に係る環境整備

等のため、会議の欠席事由を明文化したいので、こ

の案を提出するものである。

9

月

22

日

第

73

号

原

案

可

決


